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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
貸
付
金
の
元
利
償
還
金
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
北
新
一
丁
目
二
番
十
二
号
　
社
会
福
祉
法
人
山
梨
県
社
会
福
祉
協
議
会

二
　
委
託
に
係
る
貸
付
金
の
元
利
償
還
金

山
梨
県
高
齢
者
居
室
等
整
備
資
金
及
び
重
度
心
身
障
害
者
居
室
等
整
備
資
金
貸
付
事
業
に
係
る
貸

付
金
の
元
利
償
還
金

三
　
委
託
の
期
間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
号

次
の
と
お
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
県
土
整
備
部
治
水
課
及
び
中
北
建
設

事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
河
川
の
名
称
　
富
士
川
水
系
　
流
川

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置
　
甲
府
市
大
津
町
字
諏
訪
田
百
十
一
番
十
地
先

四
　
廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量
　
六
十
四
・
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
字
河
原
九
百
七
十
七
番
三
十
七

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

最
大
五
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
　
最
小
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

九
十
三
・
二
四
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
八
月
八
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
山
梨
ま
ち
づ
く
り
研
究
会

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
六
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
七
九

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

八
月
十
八
日

第
二
千
百
六
十
号

木　曜　日



２
　
代
表
者
の
氏
名
　
花
岡
利
幸

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
宝
一
丁
目
十
八
番
一
号
二
百
二

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
山
梨
県
を
中
心
と
す
る
日
本
内
外
の
地
域
住
民
に
対
し
て
、
地
域
振
興
及
び
ま

ち
づ
く
り
に
関
心
と
参
加
の
意
思
を
有
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
、
立
場
の
者
が
協
同
し
、
交
通
計

画
、
地
域
・
都
市
計
画
、
観
光
計
画
等
が
能
動
的
に
学
習
で
き
る
場
を
つ
く
る
と
共
に
、
広
汎
か

つ
多
角
的
な
視
点
に
た
っ
て
、
地
域
振
興
及
び
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
調
査
・
研
究
、
企
画
・
立

案
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
各
方
面
に
対
す
る
提
言
・
支
援
等
の
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
専
門
能

力
を
備
え
た
人
材
の
育
成
と
、
豊
か
で
魅
力
的
な
都
市
・
地
域
空
間
の
創
造
に
貢
献
し
、
も
っ
て

社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
三
年
八
月
九
日
か
ら
同
年
十
月
八
日
ま
で

'

甲
府
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を

変
更
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
都
市
計
画
の
変
更
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
当
該
都
市
計
画

の
変
更
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
都
市
計
画
の
種
類

甲
府
都
市
計
画
道
路

（
三
・
三
・
三
号
　
太
田
町
蓬
沢
線
）

（
三
・
四
・
八
号
　
古
府
中
環
状
浅
原
橋
線
）

（
三
・
五
・
二
号
　
幸
町
伊
勢
四
丁
目
線
）

二
　
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

三
　
縦
覧
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

甲
府
市
貢
川
二
丁
目
一
番
八
号
　
中
北
建
設
事
務
所
都
市
整
備
課

甲
府
市
宝
二
丁
目
八
番
十
九
号
　
甲
府
市
都
市
計
画
課

四
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日
か
ら
九
月
一
日
ま
で

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
六
十
号
　
　
平
成
二
十
三
年
八
月
十
八
日

五
八
〇


